
４００億円

基

金

国

H１８．１２
成立与党案部分施行
（資本金の取崩し可）

H１９．４
記念事業
受付開始

H２０．？
新法施行

H２１．３
記念事業
受付終了

H２２．９
基金解散

取崩し分
（２００億円）

（２００億円）

（減資）

（減資）

戦後強制抑留者・恩給欠格者・引揚者
に対し、旅行券等引換券（１０・５・３万円
相当）や銀杯等を贈呈

？億円

（国へ承継）

新法により
約２００億円を
国庫に納付

戦後強制抑留者に対し、その帰還
の時期の区分に応じ、２５・４０・８０・
１２０・１５０万円を一時金として支給

平和祈念事業特別基金の特別記念事業と新法による特別給付金の支給

特別記念事業

特別給付金支給


